
 

船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成３１年４月１２日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 福島県相馬
そ う ま

市鵜
う

ノ
の

尾
お

埼北東方沖 

 相馬港松
まつ

川浦
かわうら

南防波堤灯台から真方位０９２°２.５海里付近 

（概位 北緯３７°５０.２′ 東経１４１°０１.７′） 

事故の概要 漁船観音
かんのん

丸は、航行中、主機の過給機周辺で火災が発生した。 

事故調査の経過 令和元年９月２４日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 観音丸、１９トン 

 ＦＳ２－３１６５（漁船登録番号）、個人所有 

 第２１０－４５７７０号（船舶検査済票の番号） 

ディーゼル機関、４サイクル、出力５５９kＷ、回転数毎分   

１,４００、６気筒、ボア１６０.０mm、使用燃料Ａ重油、平成１０

年７月製造 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 過給機潤滑油配管に破損、過給機に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長ほか甲板員３人が乗り組み、操業を終えて帰航中、後

部甲板上で作業をしていた甲板員が、異臭を感じるとともに、同甲板

上の機関室出入口室の換気口から噴出する煙に気付き、機関室を確認

したところ、主機の過給機周辺で火炎及び煙が発生しているのを認

め、報告を受けた船長が操舵室で主機を停止した。 

本船の乗組員全員は、持ち運び式粉末消火器４本を使用して消火作

業を行った後、機関室船尾側にある活魚槽の海水を主機の過給機周辺

にかけ、鎮火させた。 

本船は、船長が、航行不能と判断し、僚船に救助要請を行い、来援

した僚船によって松川浦漁港までえい
．．

航された。 

機関修理会社担当者は、‘過給機軸受部に潤滑油を供給する過給機

入口付近の配管’（以下「本件配管」という。）が破損していることを

認め、過給機周辺の高温状態及び機関の振動を受ける状況下、本件配

管を使用し続けたので、経年劣化によって破損したと推察した。 

本船は、過給機のほか、排気ガス出口排気管、同排気管周辺の機関

室内壁が焼損していた。 

船長は、本事故後、主機の運転中に過給機周辺の振動が大きいの



 

で、振動によって本件配管が破損したと思った。 

本件配管は、２０年を超えて交換されていなかった。 

分析 本船は、本件配管が２０年を超えて使用されていた状況下、航行中

に本件配管が経年劣化により破損したことから、噴出した潤滑油が過

給機、排気管等に降りかかって出火した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、本件配管が２０年を超えて使用されていた状況

下、航行中に本件配管が経年劣化により破損したため、噴出した潤滑

油が過給機、排気管等に降りかかって出火した可能性があると考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・過給機等に潤滑油を供給する配管は、定期的に外観等の点検を行

い、必要に応じて新替えを行うこと。 

 


